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第５章  書類の準備・送信について 

１ 書類を準備する 

  「別冊１ チェックリスト」「別冊２ 添付書類一覧」を確認し、書類をそろえてください。 

  様式は入札審査課のホームページに掲載しています。 

  必ず最新の様式を使用してください（様式が変更される場合があります。）。 

  スキャニングは鮮明にしてください。ファイルが不鮮明な場合は、添付のやり直しを依頼す

ることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付項目    入力例 書類名 ファイル形式 

送付票  00送付【業者 ID】 送付票 PDF 

（拡張子：pdf） 

チェックリスト  01一覧【業者 ID】 別冊１ チェックリスト 

※表紙＋共通書類＋申請する自治体のシートを確

認・作成してください。 

Excel 

（拡張子：xlsx） 

共通情報 申請書類  02共通【業者 ID】 申請地方公共団体申請書（様式A-1） 

建設工事請負共通情報（様式B-2） 

設計・調査・測量共通情報（様式B-3） 

土木施設維持管理共通情報（様式B-4） 

個別情報 申請書類  03C1【業者 ID】 競争入札参加資格審査申請書（基本個別情報）

（様式C-1） 

 04C2【業者 ID】 建設工事請負個別情報（様式C-2） 

 05C3【業者 ID】 設計・調査・測量個別情報（様式C-3） 

 06C4【業者 ID】 土木施設維持管理個別情報（様式C-4） 

【重要】書類には名前を付けて送信してください。 

    例：00 送付【0123456789】.pdf    07 謄本【0123456789】.pdf 

・書類には、業者ID（10 ケタ）を付けてください。 

・ファイル形式は拡張子は残したままにしてください。（例： .pdf 、 .jpg ） 

・業者ID と書類名の間にスペースは不要です。 

・種類ごとにまとめて添付してください。 

  （例：建設業許可に関係する書類が複数ある場合、13 許可【業者ID】のＰＤＦにまとめて提出し

てください。13 許可【業者ID】1、13 許可【業者ID】2 のように分割しないでください。） 
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添付項目    入力例 書類名 ファイル形式 

履歴事項全部証明書  07謄本【業者 ID】 【法人の場合】履歴事項全部証明書又は現在事項

全部証明書の写し PDF 

（拡張子：pdf） 

又は 

画像ファイル 

（拡張子：jpg、

jpeg、png、

gif、tiff、tif） 

法人番号の確認資料  08法人【業者 ID】 【法人の場合】法人番号の確認資料の写し 

国税の納税証明書  09納税【業者 ID】 【法人の場合】法人税並びに消費税及び地方消費

税の納税証明書（その３の３）の写し 

【個人の場合】申告所得税及復興特別所得税及び

消費税及地方消費税の納税証明書（その３の２）

の写し 

身分証明書  10身分【業者 ID】 【個人のみ対象】身分証明書の写し 

経営事項審査の総合

評定値通知書 

 11経審【業者 ID】 経営事項審査の総合評定値通知書の写し 

PDF 

（拡張子：pdf） 

又は 

画像ファイル 

（拡張子：jpg、

jpeg、png、

gif、tiff、tif） 

社会保険等の加入確

認資料の写し 

 12社保【業者 ID】 社会保険確認資料の写し 

建設業許可関係書類  13許可【業者 ID】 建設業許可通知書又は許可証明書の写し 

建設業許可申請書の写し 

営業所一覧表の写し 

使用人一覧表の写し 

資格情報を証明する

書類の写し 

 14資格【業者 ID】 資格情報を証明する書類の写し 

登録状況を証明する

書類の写し 

 15登録【業者 ID】 登録状況を証明する書類の写し 

障害者雇用状況報告

書又は障害者雇用の

状況 

 16障害【業者 ID】 障害者雇用状況報告書の写し又は障害者雇用の 

状況（様式B-5） 

ISO9001又は

ISO14001の認証

取得証 

 17認証【業者 ID】 ＩＳＯ９００１認証取得証の写し 

ＩＳＯ１４００１認証取得証の写し 

監理技術者の状況  18監理【業者 ID】 【監理技術者が１人以上いる場合】 

監理技術者の状況(様式B-6) 

建設業労働災害防止

協会加入証明書 

 19建災【業者 ID】 【加入している場合】 

建設業労働災害防止協会加入証明書 

委任状（様式C-5）  20C５【業者ID】 委任状（様式Ｃ－５） 

使用印鑑届 

（様式C-6） 

 21C6【業者 ID】 使用印鑑届（様式Ｃ－６） 

資本関係・人的関係

調書 

 22C13【業者 ID】 資本関係・人的関係調書（様式C－１３） Excel 
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添付項目    入力例 書類名 ファイル形式 

納税状況等照会同意

書兼誓約書 

 23C14【業者 ID】 納税状況等照会同意書兼誓約書（様式C－１４） PDF又は 

画像ファイル 

組合員名簿(様式C-

7)、役員名簿(様式

C-8) 

 24C7【業者 ID】 組合員名簿(様式C－７) 

Excel 
 25C8【業者 ID】 役員名簿(様式C－８) 

官公需適格組合証明

書の写し 

 26官公需【業者 ID】 官公需適格組合証明書の写し 

PDF 

又は 

画像ファイル 

組合と組合員の経営

事項審査の総合評定

値通知書 

 27組合経審【業者

ID】 

組合と組合員の経営事項審査の総合評定値通知書

の写し（組合と組合員のもの） 

官公需適格組合資格

審査数値計算表 

 28C9【業者 ID】 官公需適格組合資格審査数値計算表 

（様式C-9） 
Excel 

行政書士の委任状  29行政書士【業者

ID】 

【行政書士が代理申請する場合】 

行政書士の委任状（任意様式） 

※委任状を添付する場合は、左記のとおりファイ

ル名を付けてください。 PDF 

又は 

画像ファイル 

【新規申請の場合】 

団体個別項目内の各

自治体の欄 

【追加申請の場合】 

自治体別書類１、２ 

 30自治体名【業者

ID】 

申請自治体によって提出する書類（該当する自治

体ごとに添付） 

例：30さいたま市【業者ID】、30上尾市【業

者ID】 

【作成例】 
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２ 書類をアップロード・送信する 

 

 

 

 

 

 ⑴ ファイル添付システム（https://ebidft.ebid2.pref.saitama.lg.jp/ft/FT-SCR-001/init）に

アクセスしてください。 

 ⑵ 業務区分「工事等」を選択し、ユーザーID、パスワードを入力し、ログインしてください。 

   ログインするためのユーザ ID およびパスワードは競争入札参加資格申請受付システムに 

  ログインするためのものと同一です。 

 

 【新規申請】の場合 → ６９ページへ 

 【追加申請】の場合 → ７２ページへ 

書類送信の締め切りは、 

新規申請：令和８年５月１５日（金）２３：００まで 

追加申請：令和８年５月２２日（金）２３：００まで です。 

締め切りを過ぎて送信された申請は受け付けられませんので、時間に余裕をもって送信してください。 

https://ebidft.ebid2.pref.saitama.lg.jp/ft/FT-SCR-001/init
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【新規申請の場合】 

 ⑶ ファイル添付システムにログイン後、「ファイル添付システム 申請一覧」の「一般申請」

から対象の申請の「書類提出」ボタンをクリックしてください。 

  （一覧に申請がない場合、データ送信が完了していません。「第４章 申請データの入力・ 

データ送信」を確認し、申請受付システムからデータ送信を行ってください。） 
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 ⑷ 提出したいファイル名の「追加」ボタンをクリックし、必要なファイルを添付してくださ 

  い。すべて添付が終わりましたら「提出」ボタンを押してください。 

  ※ すべての必須項目にファイルを添付しないと、「提出」ボタンをクリックできません。 

  ※ 添付後、「一時保存」・「提出」ボタンがクリックされたファイルは削除できません。 

誤ったフォルダを添付していないか注意してください。 

 

 

 

 

 

添付ファイルの送信方法 

① 申請書類を電子で用意する。 

② 書類ごとに分けたファイルに名前を付ける。 

01 一覧【業者ID】.xlsx 

02 共通【業者ID】.xlsx など 

※ ファイル名の付け方、添付する項目は６５～６７ページを確認。 

③  添付したい項目の【追加】ボタンをクリックして、 

 ファイルを添付。 

※ １項目に添付できるファイル容量の上限：２０ＭＢ 

※ 一度「一時保存」「提出」ボタンをクリックした 

ファイルは削除できません。 

④  【提出】ボタンをクリック。 
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※ 自治体別書類は、該当自治体の団体個別項目に添付してください。 

 

 

 ⑸ 下記の画面になりましたら申請完了です。書類の不備、不足等があった場合のみこちらか

ら御連絡いたします。(連絡は原則、メールで行います。)  

 

 

  ※ 審査が終了すると、添付した書類は閲覧できなくなります。 

    申請内容を確認したい場合は、必ず控えを保管してください。 

 

 「３ 不備通知が届いた場合」 → ７５ページへ 

  

自治体名をクリック 

書類を添付できるようになります 
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【追加申請】の場合 

 ⑶ ファイル添付システムにログイン後、「その他特別な申請（工事の抹消・業種入替等）」か

ら、「追加申請（申請期間のみ）」を選択し、「新規に申請」をクリックしてください。 
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⑷ 提出したいファイル名の「追加」ボタンをクリックし、必要なファイルを添付してくださ 

 い。すべて添付が終わりましたら「提出」ボタンを押してください。 

 ※ すべての必須項目にファイルを添付しないと、「提出」ボタンをクリックできません。 

 ※ 添付後、「一時保存」・「提出」ボタンがクリックされたファイルは削除できません。 

誤ったフォルダを添付していないか注意してください。 

 

 

 

 

 

添付ファイルの送信方法 

① 申請書類を電子で用意する。 

② 書類ごとに分けたファイルに名前を付ける。 

01 一覧【業者ID】.xlsx 

02 共通【業者ID】.xlsx など 

※ ファイル名の付け方、添付する項目は６５～６７ページを確認。 

③  添付したい項目の【追加】ボタンをクリックして、 

 ファイルを添付。 

※ １項目に添付できるファイル容量の上限：２０ＭＢ 

※ 一度「一時保存」「提出」ボタンをクリックした 

ファイルは削除できません。 

④  【提出】ボタンをクリック。 
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 ※ 自治体別書類は、申請する自治体の「（自治体名）自治体別書類」に添付してください 

 

⑸ 下記の画面になりましたら申請完了です。書類の不備、不足等があった場合のみこちらから 

 御連絡いたします。(連絡は原則、メールで行います。) 

 

 

  ※ 審査が終了すると、添付した書類は閲覧できなくなります。 

    申請内容を確認したい場合は、必ず控えを保管してください。 
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３ 不備通知メールが届いた場合 

⑴  申請内容に不備・不足があった場合、不備通知メールが届きます。 

  ファイル添付システムにログイン後、該当の申請の「書類提出」ボタンをクリックし、【ファ    

イル添付】画面を確認してください。 

 ⑵ 「不備内容欄」に記載されている内容を確認し、対応してください。 

 

 ⑶ 審査後、他に不備・不足等なければ、「不備内容欄」がグレーアウトします。 

   これでこの項目に対する対応は終了です。 

ステータスが「再提出依頼があります」となっている場合、 

申請内容に不備・不足があります。 

新規申請（事業所追加含む）の場合 

追加申請の場合 

不備内容を確認し、再提出が必要な場合は 

「追加」ボタンをクリックして、必要書類を提出してください。 
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●ファイル添付システムでアップロードした書類の送信状況を確認する方法● 

 

 ログインした状態で、確認したい申請のステータスを確認します。 

 ※ 審査の進捗に応じてステータスの表示が変化します。 

ステータス 状況 

書類を提出してください 【新規申請の場合】 

申請受付システムでデータ送信後、添付書類が提出されていま

せん。必要書類を揃えて御提出ください。 

【追加申請の場合】 

添付書類が提出されていません。必要書類を揃えて御提出くだ

さい。 

書類提出済 書類が提出されています。 

書類提出済（一時保存中） 書類提出後、再添付し、一時保存になっています。 

審査中です 書類が提出されています。 

審査中です（一時保存中） 審査中、再添付し、一時保存になっています。 

再提出依頼があります 申請内容に不備があります。不備内容を御確認の上、ご対応く

ださい。 

審査を終了しました 審査は終了しています。申請受付システムが審査済になるまで

お待ちください。書類の追加はできません。 

ステータスが「書類提出済」となっていれば、提出が完了しています。 ステータスが「書類提出済」となっていれば、提出が完了しています。 
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 ○ 書類を追加で送りたいとき 

  一度書類を提出した後、許可なく追加された書類については申請が認められない場合があり 

 ます。書類を追加で提出したい場合は、必ず共同受付窓口または各自治体窓口に連絡してくだ 

 さい。 

  また、不備・不足等で書類を再提出するよう依頼があった場合は、ファイル添付システムか 

 ら再度提出してください。  
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ファイル添付システムへの添付が難しい場合、メールでお送りください。 

メールでの送付も難しい場合のみ、郵送としてください。 

 

  メールの場合は、下記宛先に提出書類を添付して送付してください。 

 【メール送付先】送付先：a5770-10@pref.saitama.lg.jp 

  件名は「【追加第４回申請書類】・商号又は名称」としてください。 

 

  郵送の場合は、チェックリストを一番上にし、すべての書類を共同受付窓口まで、 

  信書（簡易書留、レターパック等）で郵送してください。 

  また、「別冊１ チェックリスト」は表紙も提出してください。 

 

 【郵送送付先】 〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

         埼玉県 総務部 入札審査課 共同受付窓口 (工事) 

         （令和７・８年度工事 （新規又は追加）申請書類在中） 

 

※ メールまたは郵送で提出する場合、追加で書類を求めることがあります。 

※ 各受付最終日までの消印有効です。 

新規申請：令和８年５月１５日（金）まで   追加申請：令和８年５月２２日（金）まで 

 受付最終日を過ぎた消印の押された書類での申請は、認められません。 

 受付最終日のポストへの投函や郵便局窓口への提出は、受付最終日の消印が押されない可能性があ

りますので、御注意ください。 

 窓口提出日の引受消印を押してもらう方法については、郵便局のホームページを確認してください。 

 https:/www.post.japanpost.jp/question/707.html 

 ※  新規申請の場合、書類を提出していても、申請受付システムでのデータの送信が行われていない 

場合、申請を受け付けません。 

※ 書類収受の確認印を希望する場合、返送先を明記したハガキ（８５円切手貼付・裏面未記入）を１

事業所につき１枚のみ同封してください。また、返送先の記入漏れ、返信用切手の貼付漏れ（料金不

足も含みます）の場合、返送しません。なお、返送先が行政書士の場合は事業所名等を明記してくだ

さい。ただし、申請先自治体が複数あっても確認印の返送は１枚のみです。 
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書類提出のためのフローチャート

申請書類を用意する

（紙の書類はPDF化又は画像

データ化する）

ファイル添付システムで

修正・追加書類を

提出する

入札審査課に

メールで提出

終了

ファイル添付システムによる申請が

できない

書類に不備・不足がある

開始

信書（書留で）郵送

指定のファイル名をつける

（65~67ページを参照）

申請書類を紙に印刷する

できる

できない

ファイル添付システムにアクセス

できる

申請書類を用意する

（紙の書類はPDF化又は画

像データ化する）
申請書類を電子で用意する

申請書類を用意する

（紙の書類はPDF化又は画像

データ化する）
書類を送信する

できない


